
都道府県労働局

労働基準部労災補償課長殿

事務連絡

平成 22年 3月 29日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課労災保険審理室長

「審査請求文書受付・送付簿」の電子化様式について

「審査請求文書受付・送付簿」については、平成 18年 3月 15日付け事務連絡 rr四半期

審査請求処理状況等報告」の廃止並びに審査様式第 36号「審査請求文書受付・送付簿J(写)

の提出についてj により四半期ごとに郵送で提出するよう指示しているところであるが、労

働者災害補償保険審査官の事務簡素・合理化を図る必要があるため、電子媒体によることと

したので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 電子媒体での提出の開始時期

平成22年度第 1四半期とする。

2 留意事項

記

(1)平成 22年度以降の「審査請求文書受付・送付簿」は、別途労働基準行政システムの

全国掲示板に掲載する別添1の様式 cr決定区分」繍等に記入されていた併合等の情報を

記入するため、「併合等j欄及び「備考」欄を設けた Excelファイル)に記入し、当室審

査第 1係あてにメールで送付すること。なお、記入にあたっては、別添2の「審査請求

文書受付・送付簿様式の記入方法」を参照し、「差出人名・受取人名」を削除したファイ

ルを送付すること。

( 2)平成 21年度以前の「審査請求文書受付・送付簿」については、局で使用していた既

存のファイルをメールで提出すること。なお、手書きで作成していた場合、 PDFファイ

ノレに変換した上で、メーノレで提出すること。

( 3)別添 3 rr争点J欄の略語の対照表Jのとおり略語を一部変更するので、平成 22年度

以降の受付事案について使用すること。

3 提出時期

第 l四半期( 4月~ 6月 ) 分→ 7月 5日

第 2四半期( 7月~ 9月 ) 分→ 10月5日

第 3 四半期(1 0 月 ~12月)分 → . 1月5日

第4四半期( 1月~ 3月 ) 分→ 4月5日

4 集計結果

提出された「審査請求文書・受付送付簿」を当室において集計し、審査関係統計表とし

て周知する。
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審査請求文書受付・送付簿様式の記入方法

1 事案の記入方法 (1~ 6ページ)

2 併合の記入方法 (7~-9 ページ)

3 分離の記入方法 (10~12 ページ)

4 みなし取下げの記入方法 (13ページ)

5 移送の記入方法 (14ページ)

6 差出人名・受取人名の削除 (15~16 ページ)

(別添2)



1 事案の記入方法

以下の事案を記入する手順は、次の①~⑩のとおり。

M 受付番号

圃受付B

.受理日

22-1 

平成22年4月5日

平成22年4月6日

冒事件名

・争点

休業補償給付不支給処分取消審査請求事件

腰痛

-差出人 厚生太郎

-決定年月日 平成22年 10月5日

・決定区分棄却

・印 佐藤(担当審査官の名字)

① 受付年度を記入する。

審査情求文寄 送付 簿

事件名 l争点

-1・

決定区分 l 併合等 l 傭考 I w 



② 受付日の械に rH22/4/5Jと記入する。

→自動的に「平成22年4月5日」と表示される。

審査諸求文書

事件名 争点 併合等 備考 l 即

③ 受理日の欄に rH22/4/むと記入する。

→自動的に「平成 22年4月6日」と表示される。

審査荷求文膏

事件名 争点 決定区分 | 併合等 備考 l 即

2 -



④ 事件名の欄に「休業補償給付不支給処分取消審査請求事件」と記入する。
m …山於A〆占Gス3必};<Ji;:語ふ.;;;r凶〆吋旬。に“ザ m … 一九一一向 や じ 枚 、 昨

併合等 l 傭"

⑤ 争点の欄を左クリックして出てきた瞳璽jを左クリックすると争点が表示

されるので、その中から「腰」を選択する。

→自動的に「腰」と表示される。

画盃画

-3 -



⑥ 差出人名の欄に「厚生太郎」と記入する。
ゲ時市左官沼町安福 咋… 8… ω 怜ぺ(ザ~ik'微なildヲゴ.;;r;石工島'e由民

併合等 l 傭宥

⑦ 決定年月日の欄に fH22!10j5Jと記入する。

→自動的に「平成22年 10月5日』と表示される。

-4 -

併合等 l 備考
ー ι

i 



⑧ 争点の欄を左クリックして出てきた

が表示されるので、その中から「棄却」

→自動的に「棄却Jと表示される。

⑨ 印の欄に「佐藤」と記入する。

-5 -

を左クリックすると決定の種類

を選択する。

併合等 l 備考

棄却



⑩ 処理期間の欄は、受理日と決定日を入力すると自動的に表示される。

-6 -



2 併合の記入方法

併合等の欄・備考以外は、上記1の①~⑩の手順と同様に行う。受付番号

22-1と22-3を併合する際、併合等の欄を記入する手順は、次の①~

⑤のとおり。

① 22-1の併合等の欄を左クリックして出てきた

と併合・分離・その他が表示されるので、その中から

脳9号! 労働-.. 

腿 l 厚生太郎 181 I 爽却

脇S号 j 労働-.. 

②備考の欄に r22-3を併合」と記入する。
〉旬、切"警備llI:."'J.;t;師向 .M"，<，<dlt，.，~，

Fダザ樋司師以肱

を左クリックする

「併合Jを選択する。
いご“，~~，

佐盛

鈴木

健康

鈴木

併合等 l 備考

棄却 l 併合 22-3を併剣 E佑彊

脳9号 鈴木

腹 181 1 棄却 佐E

脳9雫 l労働-.. 鈴木

-7 -



③ 22-3の併合等の欄を左クリックして出てきた

と併合・分離・その他が表示されるので、その中から

④ 備考の欄に r22-1に併合」と記入する。

-8 -

を左クリックする

「併合Jを選択する。



⑤ 受付番号が後ろの事案 (22-3)に rXJを選んで入力する。この場合、

併合元である 22ー 1には入力しない。

併合得 l 偶有

脳S号 l労働-"

腹 l 厚生"'.. 181 I 棄却

扇9号 l労働-"

※3件以上の事案を併合した場合、併合元以外の事案には全てxを入力する。

伊1]) 2 2-6と22ー 7を、 22-5に併合した場合は、 22-6と22-

7に rXJを入力する。

-9 -



3 分離の記入方法

併合等の欄・備考以外は、上記 1の①~⑩の手順と同様に行う。受付番号

22-2から 22-4を分離する際、併合等の欄を記入する手11慣は、次の①

のとおり。

① 22-2の併合等の欄を左クリックして出てきた唾離 を左クリックする

と併合・分離・その他が表示されるので、その中から「分離」を選択する。

② 備考の欄に r22-4を分離」と記入する。

ー 10-



③ 22-4の併合等の欄を左クリックして出てきた

と併合・分離・その他が表示されるので、その中から

る

v

す

ア

『

山

吋

ゆ

す
w

t

択
ザ

リ
き
門

的
を
…

を
船
山

一切

脳回号 l労也-，. 鈴木

現 l 厚生太郎 '" 健医

庖S号 i労働-" 舗'"

.0;5.>>fA 

④ 備考の欄に r22-2から分離」と記入する。

併合得 l 備考

棄釘 ! 併合

脳9号 分肩車

腹 191 I 策w 倹合

脳9号 i労働-" 分離

-II -



⑤ 受付番号が後ろの事案 (22ー4)に rXJを選んで入力する。この場合、

分離元である 22-2には入力しない。

※ 1件の事案から、 2件以上の事案を分離した場合、分離元以外の事案には全

てxを入力する。

例) 22 -5から、 22-6と22ー 7を分離した場合は、 22-6と22

-7に rXJを入力する。

ー12-



4 みなし取下げの記入方法

棄却 l 併合 22-3を併合

脳S号! 労働-If ト一一一一→ 分離 " ... を分離 l鈴求

腹

庖9号

上

取下げの年月日を決定

年月日欄に入力

棄却 l 僻合 健軍

政下、r

分離

備考の欄に「みなし取

下げ」と入力

※みなし取下げ 労働者災害補償保険法第38条第2項に基づき、決定を経な

いで再審査請求を行ったもの

-13・



5 移送の記入方法

腰
I ]周'巧 V.

厩9号 労働-" ベ送」と入力

腰 厚生太郎
甲山山

'" 
家釘 帥下1¥ r 

脳 9号 労働-"
I I 

上 厚生花子 β竺 T
" 取下W

「細切〉 ~'f~~* 
rXJを選んで入

「その他」を選択
移送年月日の欄に入力

. 14 . 
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⑤ r (送付用)審査請求文書受付・送付簿」というようにファイル名を付けて、

保存する。

併合帝 備考

一-"'
9・

'" 
棄却 併合 22~3を慣合 l 佐蕗

一郎可利問問::-=~:~ñ M~ .~*， ;c~ ~.，，;1~ ~~-:3! コrイ岬醐可z財務ifppJ川崎町引い叫4ぃ 1
宇""揖:君主"密画事者 ~ヴ‘ M骨追加

分磁 22-4在分離|鈴木

と1審制頃を梶野する
驚勾 併合 1" 1 ，，-，に併合|健康

ツ A.(LlC:暗唱妄警守 '" ら与フ"Wの開示

岨ミ9可 情ト 1"明細|鈴木

，.......A:z. 
上 " "'"' 

猫ヨ号 その他

⑥審理室に送付する際は、この送付用のファイルを送付する。

-17 -



(男IJ添3)

「争点」
※太字の箇所が平成22年度から変更する略語

欄の略 五
ロ

ココ円
H の対 照表

「争点 J欄の略語 争 点 の 内 容

腰 』要 痛 係 る も の

脳9号 脳血管疾患及び虚血性心疾患(日号事案)に係るもの

脳1号 脳血管疾息及び虚血性心疾患(9号事案以外)に係るもの

振 振 動 障 害 係 る も の

業 上 業争 上 肢 障 害 lこ 係 る も の
務い

務
じ 上が じ λノ H市 等 係 る も の

精
外あ

精神障害に係るもの(自殺 及び自殺未遂を除く)
のる

上
精(自) 認も 自殺又は自殺未遂(精神障害に係るもの)

外 石肺
定の

綜1 肺にで 石 に よ る 語5 ん

石中 石 紳， よ る 中 皮 臆

石他 そ の 他 の 石 綿 よ る 疾 病

他疾 そ の 他 の 疾 病 係 る も の

外 上 記 以 外 の も の

労 労働 者 であ る 方通 ど ワ カミ 争 し、 カt あ る も の

通 通 勤 ~ 害 の 認 定 争 し、 カミ あ る も の

支 支 章者 制 ~JJ! Jコ b 、 て 争 し、 泊三 あ る も の

f台 1台 ゆ 認、 定 の 時 期 争 し、 カ5 あ る も の

再 再 発 で あ る カョ ど つ 泊、 争 し、 カE あ る も の

障 障 害 等 級 の 吾"ヲ。， 定 争 し、 治5 あ る も の

戸Jえ， J声:t 主主 権 等 Jコ し、 て 争 L 、 カミ あ る も の

給 給 f寸 基 礎 日 額 の 算 定 争 し、 カS あ る も の

常介 介護(補償)給付に係る常時介護を要する障害の程度に争いがあるもの

随介 介護(補償)給付に係る随時介護を要する障害の程度に争いがあるもの

介他 介護(補償)給付に係る上記以外のことについて争いがあるもの

石新 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づくもの

他 そ の 他


